
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

山
崎
整
形
外
科
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

広
島
市
安
佐
南
区
毘
沙
門
台
一
丁
目
五
番
二
三
号

令
和
　
　
八
・
　
六
・
　
　
一

医
療
法
人
社
団
い
ち
ご
会
　
ゆ
う
み
皮
ふ
科
ク
リ
ニ

ッ
ク

大
竹
市
油
見
一
︱
九
︱
一
二

〃

八

五

二
十
六



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

ひ
の
で
ク
リ
ニ
ッ
ク

広
島
市
南
区
段
原
日
出
一
丁
目
一
二
番
一
八
︱
一

〇
一
号

令
和
　
　
八
・
　
五
・
　
　
一

は
や
し
ク
リ
ニ
ッ
ク

広
島
市
佐
伯
区
八
幡
一
丁
目
二
二
番
四
号

令
和
　
　
八
・
　
五
・
　
　
七

村
田
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

呉
市
本
通
七
丁
目
一
四
番
三
号

令
和
　
　
八
・
　
五
・
　
　
一

く
ぼ
に
し
小
児
科
・
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

東
広
島
市
西
条
町
大
沢
九
八
︱
一

〃

八

五

二
十
六



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

段
原
エ
︱
ル
歯
科
・
矯
正
歯
科

広
島
市
南
区
段
原
二
丁
目
一
三
︱
三
伊
藤
ビ
ル
一

Ｆ

令
和
　
　
八
・
　
六
・
　
　
一

八

五

二
十
六



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

や
お
た
に
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

廿
日
市
市
上
平
良
字
伴
丈
木
一
二
二
番
地
一

令
和
　
　
八
・
　
五
・
　
　
一

八

五

二
十
六



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

プ
プ
レ
ひ
ま
わ
り
薬
局
呉
築
地
店

呉
市
築
地
町
二
︱
五
四

令
和
　
　
八
・
　
六
・
　
　
一

瀬
戸
内
ロ
︱
ズ
薬
局

福
山
市
南
蔵
王
町
六
丁
目
三
二
番
二
四
号

〃

ウ
ォ
ン
ツ
ハ
ロ
︱
ズ
熊
野
モ
︱
ル
薬
局

安
芸
郡
熊
野
町
出
来
庭
二
丁
目
一
二
番
一
号

〃

八

五

二
十
六



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
︑
次
の
病

院
︑
診
療
所
及
び
薬
局
を
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
指
定
し
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬

局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る
政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十

七
号
︶
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
︒

月

中
国
四
国
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竹
林
　
経
治

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

橋
本
薬
局

広
島
市
南
区
松
原
町
九
番
一
号
　
一
階

令
和
　
　
八
・
　
五
・
　
　
一

ア
イ
ン
薬
局
　
広
島
駅
北
口
店

広
島
市
東
区
若
草
町
一
一
番
一
︱
一
〇
二
号
ザ
広

島
タ
ワ
︱
マ
ン
シ
ョ
ン
西
側
一
Ｆ

〃

ア
イ
ン
薬
局
己
斐
本
町
店

広
島
市
西
区
己
斐
本
町
一
丁
目
一
四
番
三
号
Ｌ
Ｉ

Ｔ
西
広
島
駅
前
一
Ｆ

〃

ア
イ
ン
薬
局
己
斐
店

広
島
市
西
区
己
斐
本
町
一
丁
目
一
四
番
一
二
号
　

一
階

〃

サ
ン
リ
薬
局

広
島
市
佐
伯
区
八
幡
一
丁
目
二
二
番
五
︱
二
号

令
和
　
　
八
・
　
五
・
　
　
三

ヒ
ト
ミ
薬
局

呉
市
安
浦
町
中
央
五
丁
目
二
番
三
五
号

令
和
　
　
八
・
　
五
・
　
　
一

ア
イ
ン
薬
局
福
山
大
門
店

福
山
市
大
門
町
津
之
下
二
〇
三
三
番
地

〃

ア
イ
ン
薬
局
福
山
蔵
王
店

福
山
市
蔵
王
町
三
丁
目
一
一
番
一
一
号

〃

八

五

二
十
六



名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

称　

所　

名　

地　

在　

ア
イ
ン
薬
局
福
山
御
幸
店

福
山
市
御
幸
町
大
字
上
岩
成
四
六
四
番
地
八

令
和
　
　
八
・
　
五
・
　
　
一

ア
イ
ン
薬
局
福
山
内
海
店

福
山
市
内
海
町
ロ
三
五
一
番
地
一

〃

ア
イ
ン
薬
局
備
後
府
中
高
木
店

府
中
市
高
木
町
一
八
九
︱
四

〃


